
番
一
地
先
か
ら
　

年
十
二
月
十

甲
州
市
塩
山
牛
奥
字
手
代
原
二
八
五

二
日

四
番
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
ユ
ニ
ク
ロ
甲
府
店

２
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
上
阿
原
町
五
百
十
一
番
地
一

二
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
変
更

２
　
公
告
日
　
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日

三
　
意
見
の
概
要

１
　
来
退
店
経
路
の
周
知
及
び
混
雑
時
に
お
け
る
警
備
員
等
の
配
置

２
　
騒
音
対
策
の
実
施

四

縦
覧
場
所
●
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
二
日
ま
で

家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
開
催
の
日
時
及
び
場
所

１
●
日
時
　
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
六
日
（
木
）
及
び
同
月
二
十
七
日
（
金
）
午
前
八
時
四
十
五

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

２
　
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
庁
防
災
新
館
四
一
一
会
議
室

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
土
地
改
良
区
の
解
散
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
二
三

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
二
三

公
　
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見
…
…
…
…
…
…
九
二
三

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
二
三

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
二
四

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
二
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
十
二
月
五
日
円
野
土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

塩
山
勝
沼
線
　
甲
州
市
塩
山
牛
奥
字
百
市
三
三
七
二

一
六
三
・
〇

平
成
二
十
八

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
二
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

十
二
月
十
二
日

第
二
千
六
百
五
十
八
号

月　曜　日



二
　
講
習
の
内
容
及
び
時
間

１
　
家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令
　
四
時
間

２
　
家
畜
の
品
種
及
び
特
徴
　
四
時
間

３
　
家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病
　
六
時
間

三

受
講
手
続
　
受
講
希
望
者
は
、
講
習
手
数
料
三
千
五
百
二
十
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入

証
紙
及
び
写
真
（
受
講
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
無
帽
、
正
面
上
半
身
像
の
も
の
）
一
枚
を
貼
り
付
け
た
受
講
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
獣
医
師
免
許
証
又
は
家
畜
人
工
授
精
師

免
許
証
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。

四

受
講
申
請
書
受
付
期
間
●
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨

県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日
の
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
り

付
け
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
定
形
）
を
同
封
し
、
山
梨
県
農
政
部
畜
産
課
畜
産
企
画
担
当
宛

て
に
同
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
送
付
す
る
こ
と
。

五
　
受
講
申
請
書
の
提
出
先
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
農
政
部
畜
産
課

六
　
そ
の
他

●
１

講
習
会
用
テ
キ
ス
ト
が
必
要
な
者
は
、
申
請
時
に
申
し
込
む
こ
と
。
テ
キ
ス
ト
は
、
講
習
会
の

当
日
に
、
会
場
で
実
費
配
布
す
る
。

２

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
農
政
部
畜
産
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
六
〇
五
）
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
又
は
名
称
　
株
式
会
社
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
千
二
百
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
鈴
木
弘
美

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
四
）
第
九
六
九
一
号

四

処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
又
は
名
称
　
神
田
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
最
勝
寺
九
百
二
十
四
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
神
田
雅
也

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
二
三
）
第
二
七
一
号

四

処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
又
は
名
称
　
有
限
会
社
藤
和
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
幸
町
九
番
三
十
八
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
内
藤
和
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
六
）
第
六
八
六
六
号

四
●
処
分
の
内
容
●
土
木
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ

ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

九
二
四



業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
●
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
●
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
都
留
市
井
倉
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

氏
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

佐
藤
顯
彦
　

都
留
市
井
倉
四
百
六
十
一
番
地

矢
野
文
昭
　

都
留
市
井
倉
三
百
七
十
九
番
地

矢
野
秀
　

都
留
市
井
倉
四
百
六
十
九
番
地

秋
山
忠
士
　

都
留
市
井
倉
四
百
十
番
地

秋
山
昇
　

都
留
市
井
倉
四
百
六
十
番
地

小
俣
幸
忠
　

都
留
市
古
川
渡
五
百
八
番
地

近
藤
明
忠
　

都
留
市
古
川
渡
八
百
三
十
九
番
地
一

平
井
仁
　

都
留
市
古
川
渡
五
百
二
十
五
番
地
二

平
井
博
人
　

都
留
市
井
倉
三
百
七
十
三
番
地
二

矢
野
幹
夫
　

都
留
市
井
倉
四
百
三
十
七
番
地

矢
野
信
一
郎
　
都
留
市
井
倉
四
百
二
十
一
番
地

矢
野
勝
　

都
留
市
井
倉
四
百
三
番
地

藤
本
明
久
　

都
留
市
古
川
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